
申し込みから利用決定までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年度の「就学援助認定通知書」を持っている 

「就学援助認定通知書」を持

参の上、申し込み手続きを行

ってください。 

① 就学援助制度が未申請の場合は、市役所 7階 

教育委員会学務課で就学援助の手続きを行っ

てください。就学援助制度を申請済の場合

は、①の手続きは不要です。 

② ①の後、市役所 1階 保護管理課で学習支援

事業の申し込みを行ってください。 

利用決定通知書が届きましたら、塾へ提示してください。 

就学援助の認定を受けていることが確認できた後

に、学習支援事業利用決定通知書を送付します。 

この間、数か月かかる場合があります。 

注意事項 

・学習支援事業の利用対象となるのは、学習支援事業利用決定通知書に記載のある「事業利用開始

日」以降になります。「申込日」ではありませんのでご注意ください。 

・「事業利用開始日」以前にかかった費用（入塾金、年間教材費、授業料など）は自己負担になりま

す。 

・学習支援事業の利用決定は、申し込み順ではありません。申し込み時、就学援助の認定が確認で

きない場合は、認定確認のため、利用決定の要否にお時間を要しますのでご了承ください。 

はい いいえ 


